
資料４  

浦添市新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書 

手続の流れ 
 

※根拠条文：沖縄県環境影響評価条例、同条例施行規則、沖縄県環境影響評価技術指針 

R3.12.7 浦添市 環境保全課 

根拠条文 内 容 

条例 14 条 

（規則 25 条） 

 

 

 

条 15 条 

（規則 26 条～

29 条） 

 

 

 

 

 

条例 16 条 

（規則 30 条～

33 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例 17 条 

（規則 34 条） 

 

 

条例 18 条 

（規則 35 条） 

 

 

条例 19 条 

（規則 36 条） 

 

 

 

 

〇準備書、要約書の送付【1/7（金）】 

・県知事、那覇市長、浦添市長 

   → 県・審査会（準備書 22 部、要約書 22 部）送付書〔第 10 号様式〕 

   → 浦添市・那覇市（準備書各１部、要約書各１部）【県から送付】 

 

〇準備書の公告・縦覧・公表【1/11（火）】 

 ・期間：公告の日から起算して 30 日間 → 2/9（水）まで 

 ・公告の方法：２以上 → 浦添市役所の掲示板、日刊新聞紙 

 ・縦覧場所：事業者の事務所  → 浦添市役所 環境保全課 

      関係市町村の協力 → 那覇市役所 環境政策課 

県の施設 → 沖縄県中央卸売市場 管理事務所 

・公表：事業者のウェブサイト → 浦添市ホームページ 

・県知事へ報告：公告実施報告書〔第６号様式〕 

 

〇準備書説明会 

 ・縦覧期間内に開催する。【1/11（火）～2/9（水）】 

 ・開催場所は浦添市内と那覇市内 

 ・開催予定日の１週間前までに公告する。【1/11（火）】 

・公告の方法：２以上 → 浦添市役所の掲示板、日刊新聞紙 

・開催予定日、場所 

→ 1/25（火）19 時～20時 浦添市行政棟９階講堂 

→ 1/28（金）19 時～20時 浦添市リサイクルプラザ２階市民研修室 

 ・県知事への通知・報告 

→ 公告実施報告書〔第６号様式〕 

   → 説明会開催通知書〔第７号様式〕 

   → 説明会開催結果報告書〔第８号様式〕 

 

〇意見書の提出 

 ・公告の日から縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日 

まで 【2/10（木）～2/24（木）】 

 

〇県知事へ意見の概要の送付 

 ・2/25（金）以降に、県知事に対し、意見の概要を送付する。 

   → 意見の概要送付書〔第 11 号様式〕 

 

〇知事の意見 

 ・意見の概要送付書を受けたときは、120 日以内に意見を述べる。 

   → 2/28（月）から起算して 120 日目 → 6/27（月） 

 ・市長村長からの意見聴取（浦添市長、那覇市長） 

 ・沖縄県環境影響評価審議会からの意見聴取 

 


